
死因究明・個人識別システム研究会 規約改正新旧対照表 
 
以下が規約の改正のポイントです。 
第 4 条 3 では、「本会に入会しようとする者は会員１名の推薦状を添えて事務局に入会の

申込みを行い、会長の入会審査を経て総会で承認されなければならない。」とされている

が、入会の機会が年に一度の総会時しかないため、「会員１名の推薦状」を「幹事 1 名の

推薦状」としてハードルを上げる一方、機会を増やすために「幹事会で入会審査を経て承

認されなければならない。なお、幹事会は次の総会でその旨を報告する。」とする。 
 

 第 6 条 2 では、「幹事会は 10 名以内の幹事および数名の顧問により構成する。」とされて

いるが、多様な意見を取り入れ研究会の活性化を図るために、「10 名以内」を「15 名程

度」とする。 
以上 

改正前（旧） 改正後（新） 
（会員） 
第 4 死因究明・個人識別システムを研究

する者は本会の会員となることができる。 
2 大学所属の学生は学生会員になること

ができる。 
3 本会に入会しようとする者は会員１名

の推薦状を添えて事務局に入会の申込みを

行い、会長の入会審査を経て総会で承認さ

れなければならない。 
4 会員は研究会等本会の事業に参加し、総

会に出席することができる。 
5 正会員は総会における決議権を有する。 
 
 
（役員） 
第 6 条 第 3 条の事業等の活動は、幹事会

が行う。 
2 幹事会は 10 名以内の幹事および数名の

顧問により構成する。 
3 幹事の選出は幹事会で行い，総会の出席

者の過半数で議決する。 
4 幹事は、原則として 65 歳または所属の

（会員） 
第 4 死因究明・個人識別システムを研究

する者は本会の会員となることができる。 
2 大学所属の学生は学生会員になること

ができる。 
3 本会に入会しようとする者は幹事１名

の推薦状を添えて事務局に入会の申込みを

行い、会長の幹事会で入会審査を経て総会

で承認されなければならない。なお、幹事

会は次の総会でその旨を報告する。 
4 会員は研究会等本会の事業に参加し、総

会に出席することができる。 
5 正会員は総会における決議権を有する。 
 
（役員） 
第 6 条 第 3 条の事業等の活動は、幹事会

が行う。 
2 幹事会は 15 名程度の幹事および数名の

顧問により構成する。 
3 幹事の選出は幹事会で行い，総会の出席

者の過半数で議決する。 
4 幹事は、原則として 65 歳または所属の



 

機関の定年を超えない。 
5 幹事会は幹事の互選により下記の役員

各 1 名を選出する。 
会長・・・・・研究会を代表する。  
副会長・・・・会長を補佐する。  
会計監査・・・会計の監査を行う。 
事務局長・・・必要な事務および会計を

総括し，本研究会の広報を行う。  
6 役員の任期は 3 年とする。 
7 前項の規定にかかわらず、任期の末日に

おいて後任の幹事が選任されていない場合

は、引き続き前任者がその任にあたる。 
8 顧問は所属機関を定年等により辞した

幹事の中から幹事会が選出する。 
9 顧問の任期は３年とし，再任を妨げな

い。 
10 顧問は幹事会に対して助言を行うが、

議決権を有しない。 

機関の定年を超えない。 
5 幹事会は幹事の互選により下記の役員

各 1 名を選出する。 
会長・・・・・研究会を代表する。  
副会長・・・・会長を補佐する。  
会計監査・・・会計の監査を行う。 
事務局長・・・必要な事務および会計を

総括し，本研究会の広報を行う。  
6 役員の任期は 3 年とする。 
7 前項の規定にかかわらず、任期の末日に

おいて後任の幹事が選任されていない場合

は、引き続き前任者がその任にあたる。 
8 顧問は所属機関を定年等により辞した

幹事の中から幹事会が選出する。 
9 顧問の任期は３年とし，再任を妨げな

い。 
10 顧問は幹事会に対して助言を行うが、

議決権を有しない。 


